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白石市議会会議規則の一部を改正する規則

白石市議会会議規則（昭和４２年白石市議会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表に次のように加える。

議会広報委員 議会報の編集及び議会ホームペ 各常任委員会 委員長

会 ージの運用に関する事項につい から選出され

て協議又は調整を行う。 た議員

政策企画調整 広聴活動による市民意見等を政 議会運営委員 委員長

会議 策立案や提言とするために議会 会、常任委員

としての対応方針等に関する事 会及び議会広

項について協議又は調整を行う 報委員会の委

。 員長、並びに

各委員会から

１名ずつ選出

された委員

議会改革推進 議会のあり方及び議会改革が必 各会派（一人 委員長

会議 要な諸課題に関する事項につい 会派を含む。

て協議又は調整を行う。 ）から選出さ

れた議員

附 則

この規則は、平成２７年７月３１日から施行する。
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白石市議会会議規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表

改 正 案 現 行

別表（第１６５条関係） 別表（第１６５条関係）

名称 目的 構成員 招集権者 名称 目的 構成員 招集権者

略 略 略 略 略 略 略 略

議 会 広 議会報の編 各常任委 委員長

報 委 員 集及び議会 員会から

会 ホームペー 選出され

ジの運用に た議員

関する事項

について協

議又は調整

を行う。

政 策 企 広聴活動に 議会運営 委員長

画 調 整 よる市民意 委員会、

会議 見等を政策 各常任委

立案や提言 員会及び

とするため 議会広報

に議会とし 委員会の

ての対応方 各委員長

針等に関す 並びに各

る事項につ 委員会か

いて協議又 ら１名ず

は調整を行 つ選出さ

う。 れた委員

議 会 改 議会のあり 各会派（ 委員長

革 推 進 方及び議会 一人会派

会議 改革が必要 を含む。

な諸課題に ）から選

関する事項 出された

について協 議員

議又は調整

を行う。
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